
 

令和７年１２月１７日 

産 業 労 働 局 

 

 

 

このたび、都では、台風第 22 号、第 23 号により損失を受けた中小企業者等を対象として「災害復旧資金

融資」を開始します。本融資では、都が信用保証料を全額、及び利子の３分の２相当を補助することにより、

事業復旧に取り組む中小企業者等の資金繰りを支援してまいります。なお、八丈町の中小企業者等は、都

に加えて同町の利子補給があり、実質無利子となります。 

 

１ 融資制度の概要 

融 資 対 象 

令和 7 年台風第 22 号、第 23 号による損失について、八丈町長、青ヶ島村長、利島村長、

新島村長、神津島村長、三宅村長、又は御蔵島村長が発行する「り災証明書」等の交付を受

けた中小企業者等 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融資限度額 ２億８，０００万円 

うち無担保   ８，０００万円 

融 資 期 間 １５年以内（据置期間２年以内を含む） 

融 資 利 率 ●責任共有対象外時 ：固定金利 1.9％   ●責任共有対象時：固定金利 2.1％ 

利 子 補 給 

●責任共有対象外時（融資総額 1.5億円以内）：1.27％補給   

●責任共有対象時（融資総額 1.5億円以内） ：1.47％補給（※） 

●責任共有対象時（融資総額 1.5億円超）   ：0.2％補給（※） 

※責任共有により上乗せされる金利 0.2％分を、都が利子補給 

八丈町の中小企業者等は、都補給後の利子について町が利子補給（実質無利子） 

詳しくは、八丈町産業観光課まで（04996-2-1125） 

信用保証料 

補 助 
全額補助 

  

２ 受付場所 
   東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関、東京信用保証協会八重洲支店、 

八丈町、青ヶ島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、又は御蔵島村の事業者を会員とする商工会、

東京都各支庁産業課、東京都産業労働局金融部金融課 

 

３ 受付期間 

令和７年１２月１８日（木）から令和８年３月３１日（火）まで 

 

 

 

令令和和７７年年度度  東東京京都都中中小小企企業業制制度度融融資資  

「「災災害害復復旧旧資資金金融融資資」」にによよりり、、事事業業復復旧旧にに向向けけたた中中小小企企業業者者のの
資資金金繰繰りりをを支支援援ししまますす（（台台風風第第 2222 号号、、第第 2233 号号関関連連））  

 

詳細は、取扱開始日（12 月 18 日）以降に、産業労働局ホームページでもご確認いただけます。 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/new/ 

【問合せ先】産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 


